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第 1 章 計画の基本事項 
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１．策定の背景・目的 

本市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、関越自動車道と首都圏中央連絡自動車道のＩＣ、

東武東上線と東武越生線に４つの駅を有する都心への交通アクセスに優れた都市です。 

さらに、秩父山系から清流高麗川が流れ、住宅地の合間に田園が広がり、武蔵野の面影

を残す樹林が点在し、春には安行寒桜＊が咲き誇る豊かな自然環境を有する都市でもあり

ます。 

このような市街地と自然が調和している本市の特徴を最大限に活かし、魅力と活気あ

るまちづくりを進めるためには、緑の保全・創造・育成が重要となります。本市では、昭

和 53(1978)年に「緑のマスタープラン」を策定し、平成元(1989)年の見直しを経て、平

成 18(2006)年に、都市緑地法に基づき 20年間の緑の施策を定める「緑の基本計画」を策

定しました。以降、平成 28(2016)年に「緑の基本計画（中間年次改訂版）」の策定による

計画の見直しを行い、公園の整備、緑化の推進、市民と連携した緑地の保全等を進めてき

ました。 

前計画策定後、人口減少を迎えた本市の社会環境は大きく変化しています。北坂戸地区

まち・くらし再生事業や、坂戸ＩＣ周辺における産業基盤づくり等、持続可能なまちづく

りが進められている中、高齢化による緑地保全や歴史・文化の継承の担い手不足等、持続

可能な都市として成長・発展していくための課題に直面しています。今後、本市の将来を

見据え、官民の多様な主体が連携し、自然環境が有する多様な機能を活用して社会課題の

解決と魅力ある地域づくりにつなげていくグリーンインフラ＊の取組が重要になります。 

計画期間を迎えた緑の基本計画を改定し、新しい時代に向かう本市の緑の将来像と施

策の方向性を定め、市民・事業者・行政が連携して取り組んでいくための指針として、第

２次坂戸市緑の基本計画を策定しました。 
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２．計画の位置づけと役割 

本計画は、都市緑地法に基づき、埼玉県の広域緑地計画や都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針、市の総合計画や都市計画マスタープランといった上位計画及び環境基本

計画等の関連計画と整合を図りながら、緑の保全・創造・育成に関する総合的かつ計画的

な施策として位置づけています。 

また、相互の施策の連携により計画の実効性を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画期間 

計画期間は令和８(2026)年度から令和 27(2045)年度の 20 年間です。 

 
 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 ～ Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 

都市計画 
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 

              

第２次
緑の基本計画 

              

 

 

  

県の計画 

・埼玉県広域緑地計画 
・都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針 等 

市の上位計画 
・坂戸市総合計画 

・坂戸市都市計画マスタープラン 等 

坂戸市緑の基本計画 ・坂戸市環境基本計画 
・その他の関連計画 

令和７（2025）年度-令和 26（2044）年度 

令和８（2026）年度-令和 27（2045）年度 
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４．緑の機能 

緑は、次に示すような様々な働きをもっており、私たちの心、生活、地域や都市全体に

深く係わっています。こうした緑のもつ役割を再認識し、大切に守り育てていくことが必

要です。 

◆二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防ぎます（地球温暖化抑制機能） 

◆雨、風、日差し等の影響を和らげる働き・蒸発・蒸散を促進します（気象の緩和機能） 

◆様々な生物に生息の場を与えます（自然生態系の維持機能） 

◆災害から人やまちを守る働きがあります （防災機能） 

◆自然とのふれあい・レクリエーション活動の場を与えます（レクリエーション機能） 

◆美しい景観をつくり、生活に安らぎと潤いを与えます （景観形成機能） 

◆穀物、野菜等の食糧や花等の生産の場としての働きがあります （生産機能） 
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第２章 坂戸市の緑の現状と課題 
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１．坂戸市の概要 

（１）位置 
本市は、都心から約 45ｋｍ圏にあり、東武東上線若葉駅、坂戸駅、北坂戸駅、東武越生

線西大家駅と関越自動車道、首都圏中央道連絡自動車道に２つのＩＣが整備されている

交通アクセスに優れた立地環境にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：坂戸市都市計画マスタープラン（2025） 

（２）人口 
本市の人口は、平成 22(2010)年にピークを迎えて以降、令和７(2025)年までゆるやか

に減少しており、令和 12(2030)年以降は毎年約３%ずつ減少が続くと予測されています。

計画目標である令和 28(2046)年の前年、令和 27(2045)年には、86,507 人となる見込みで

す。 

人口減少とあわせて少子高齢化が進行しており、令和 27(2045)年には高齢化率が

37.5％、令和 32(2050)年には 38％に達すると予測されています。 

 

 

 

 

 
  

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 
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（３）地形 
本市は、入間台地＊の北端に位置し、概ね平坦な地形となっています。 

秩父山系から流れる高麗川及び越辺川は荒川流域に属し、その沿川には低地が形成さ

れています。本市の西端は南西から続く秩父山系にあたり、市内の地形は西から東に向け

て標高が下がり、関東ローム層＊の台地が広がっています。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（４）土地利用 
市街化区域内では鉄道駅を中心に住宅地が広がっています。関越自動車道坂戸西ＳＩ

Ｃ周辺では入西東部土地区画整理事業等により整備され、首都圏中央道坂戸ＩＣ周辺で

は坂戸インターチェンジ地区土地区画整理事業による産業基盤づくりが推進されていま

す。 

市街化調整区域＊では、東部の低地沿いに農地が広がっており、台地上には畑が広がっ

ています。 
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熊谷地方気象台の年平均気温推移 
資料：埼玉県気候変動適応センター 

出典：気象庁データ            

（５）坂戸市の主な社会課題と取組状況 

①「安心して子育てができ、みんなが活躍できるまち」の実現  

本市の第７次総合計画では、まちづくりの

将来像として「住みつづけたいまち 子育て

したいまち さかど」を掲げています。 

人口減少・少子高齢化といった課題がある

本市では、少子化対策の一環として、令和６

(2024)年４月にこども家庭センターを開設

し、すべてのこども、妊婦、子育て世帯の相

談に応じ、ともに考え、支援をしています。 

 

 

②都市活力の維持・向上 

本市では人口減少・少子高齢化が進行する

中で、都市活力を向上し、にぎわいを創出す

るため、新しい都市拠点の整備を進めていま

す。 

北坂戸地区では、持続可能な都市経営を図

るため、地区のほぼ中央に位置する溝端公園

を活用し、民間活力を導入して 「多世代交流

拠点＊」を整備する方針を掲げています。 

 

③気候変動への対応、レジリエント＊なまちづくり 

熊谷地方気象台の年平均気温は、100年当

たりで日本の年平均気温の上昇（約 1.2℃／

100 年）より高い約 2.2℃上昇しており、本市

でも健康や自然生態系への影響、内水氾濫に

よる住宅への浸水被害等が顕在化していま

す。 

高麗川、越辺川をはじめとする６河川が流れ

る本市では、安全な生活のため、気候変動に適

応したレジリエントなまちづくりが重要です。 

本市では、坂戸市版スーパー・シティプロジ

ェクト＊として地域まちづくり計画を策定し

ており、レジリエントなまちづくりとして大規

模災害に備えた地域における防災拠点の機能

強化と脱炭素化の推進に取り組んでいます。 

こども家庭センターのチラシ 
出典：坂戸市ＨＰ 

多世代交流拠点イメージ 

出典：坂戸市ＨＰ 
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２．緑を取りまく社会動向の変化 

（１）グリーンインフラの取組の推進 
国土交通省は令和５(2023)年９月に 「グリー

ンインフラ推進戦略 2023＊」を策定し、令和 12

（2030）年ネイチャーポジティブ＊の実現や気

候変動＊対策、居心地が良く歩きたくなるまち

なかづくり、交流・コミュニティ形成、健康増

進、自然環境を活かした地域活性化・観光振興

といった社会課題の解決の基盤として、自然環

境が有する多様な機能を持続的に活用するも

のとしています。 

 

 

 

（２）脱炭素社会の実現 
令和２（2020）年以降の温室効果ガス排出削

減等のための国際的枠組みとして採択された

パリ協定＊を踏まえ、「2050 年カーボンニュー

トラル＊の実現を目指す」ことが宣言されまし

た。 

本市でも令和４(2022)年９月に「坂戸市ゼロ

カーボンシティ宣言」を表明し、国際社会の一

員として令和 32(2050)年までの脱炭素社会の

実現に取り組んでいます。 

 

 

 

（３）生物多様性＊の確保 
環境省は令和５(2023)年３月に「生物多様性

国家戦略＊2023-2030」を策定しました。 

本市の環境基本計画では生物多様性の保全

を推進しており、環境学館いずみを中心とした

自然観察講座や、埼玉県指定天然記念物ステゴ

ビル＊、里地里山の自然、湧水といった特徴的

な自然の保全に取り組んでいます。  

グリーンインフラの考え方 
出典：国土交通省 

坂戸市ゼロカーボンシティ宣言 
出典：坂戸市ＨＰ 

埼玉県指定天然記念物ステゴビル 
出典：坂戸市ＨＰ 
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３．坂戸市の緑の現状 

（１）広域的視点からの坂戸市の緑の分布状況 
本市は秩父から続く奥武蔵山地の東端の麓に接しており、城山の樹林地と、高麗川、越

辺川の河畔林が、市域を越える緑のつながりの主要な構成要素となっています。 

 

 
空から見た坂戸市とその周辺 

© Copernicus Sentinel data, modified  

城山 

高麗川 

越辺川 

荒川 

入間川 

利根川 
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昭和 51(1976)年の土地利用 

平成 18(2006)年の土地利用 

令和３(2021)年の土地利用 

（２）緑の変遷 
市東部の低地では、農地が残って

いる一方で、市西部の低地では農地

が減少しています。 

台地では、都市開発の進行に伴い、

鉄道駅を中心に建造物は増加し、緑

は減少しましたが、社寺林等一部の

樹林は残っています。 

丘陵地にある城山の森は、まとま

った樹林地として残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※土地利用データは国土数値情報の土地利用

細分メッシュを使用した。各年度のデータ

の作成方法は以下の通りである。 

・1976 年のデータは別途作成した 1/100 細分

区画行政データとクロス集計し、3 次メッ

シュ毎に整備したのち、国土数値情報統一

フォーマットに変換されている。 

・2006 年のデータは衛星画像を幾何補正やＮ

ＶＩ算出等を行い、数値地図 25000 も用い

て、土地分類基準に従い２次メッシュ単位

の正規化座標で整備されている。 

・2021 年のデータは衛星画像（ＳＰＯＴ）を

用いて土地利用現況を土地分類基準に従い

判読されている。 

 

 

（３）坂戸市の緑の構造 
本市は、秩父山系から平野部に至る丘陵地の先端に城山の緑地が広がり、東部の低地に

水田が広がり、これらの緑を高麗川・越辺川及び河畔林、河岸段丘斜面＊の緑地が結んで

います。 

市街地には創出された公園や街路樹、学校敷地内の緑地が広がるほか、台地上には畑や

雑木林・社寺境内地、新山古墳群＊等の歴史的な緑地が、崖線沿いには湧水が点在します。 
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  坂戸市の緑の分布状況 

 

越辺川 

高麗川 

城山周辺の 
緑地 

北坂戸 

若葉 

坂戸 

坂戸西 SIC 

西大家 
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低地部に展開
する水田 

出典： 
■坂戸市内 
・緑被（田畑以外）、緑被（田）、緑被（畑）は、

平成 30 年５月に観測されたＳＰＯＴ－6.7
衛星画像より作成。 

・土地利用現況（ベースマップ）は、令和 2年
度都市計画基礎調査の土地利用現況データ
を使用。 

※坂戸ＩＣ北側の土地区画整理事業区域内は
本計画作成者により加筆。 

 
■坂戸市外 
Copernicus Sentinel data, modified 

坂戸 IC 
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都市公園等の整備状況 

坂戸市民総合運動公園 

※公園誘致圏とは、公園の配置にあたり想定する公園利用者の居住範囲であり、坂戸市では街区公園を半径 250ｍ程度、

近隣公園を半径 500ｍ程度の居住者が利用することを目的として配置する。 

坂戸駅 

（４）緑地の状況 

①公園 

都市公園・緑地は、令和７

（2025）年時点で合計 122 箇

所、44.41ｈａを整備していま

す。 

前計画が策定された平成

28(2016)年から令和７(2025)

年までで８箇所3.0ｈａを新た

に開設しました。 

都市公園の概ねの配置目安

である誘致圏をみると、坂戸駅

北側等一部が公園誘致圏※に含

まれない地域がありますが、ほとんどの居住地に公園を配置することができています。 

北坂戸地区では、廃止する溝端公園に代わり、旧北坂戸小学校用地を活用した新たな都

市公園整備に向けて、近隣住民等が参加する公園づくりワークショップを行い、計画段階

から地域ニーズに即した公園づくりを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公園整備面積と箇所数の推移 

北坂戸駅 
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②地域制緑地＊ 

本市の地域制緑地は、

生産緑地地区、市民緑地、

農用地区域、河川区域、条

例により指定された保存

樹林、協定による緑地帯

となります。 

地域制緑地は、少子高

齢化によって維持管理の

継続が困難になる等の要

因から、前計画策定時か

ら減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

③河川沿いの緑 

高麗川や越辺川等の河川沿いに豊かな河畔

林や公園・緑地が広がっています。 

市内の河川沿いには、北浅羽桜堤公園や泉町

桜堤公園等多くの桜の名所が位置しており、春

を感じさせる貴重な緑地となっています。特に

北浅羽桜堤公園では、越辺川右岸沿いに約

1,200ｍにわたって約 200 本の安行寒桜が植え

られており、早春には 「坂戸にっさい桜まつり」

が開かれ、多くの人でにぎわいます。 

高麗川沿いに整備した浅羽ビオトープ＊は、多くの鳥類やトラフシジミ(希少なチョウ

の一種)が確認される等、豊かな生態系が広がっています。 

 

  

地域制緑地の面積・箇所数の推移 

高麗川沿いの緑 

- - 



19 

④湧水 

市内の崖線沿いには湧水が点在しており、清流のまちを支えています。 

四日市場にある滝不動は、県内でも有数の湧水群となっており、通常平地では見られな

い山地性の植物が自生しています。 

 

⑤道路の緑 

本市では、自然とふれあいながら散

策できる遊歩道や散歩道が整備され

ており、市民の健康づくりや憩いの場

としても親しまれています。中でも

「高麗川ふるさと遊歩道」は、高麗川

沿いに整備された全長約 10km の遊歩

道で、自然とのふれあいを通して「ふ

るさと坂戸」を体感できるルートとな

っています。 

また、市内には、街路樹も整備され

ており、特に市内中心部や入西地区に

配置されています。このほかに若葉駅

を背にまっすぐ伸びる若葉台通り沿

いには、商業エリア、住宅エリア、工

場エリアが規則的に配置され、これら

の街並みに沿うようにして道路植栽

帯が整備されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高麗川ふるさと遊歩道沿いの緑地（四日市場諏訪神社付近） 

市内の道路植栽帯 



20 

⑥民有地の緑 

住宅地の庭や生垣、事業者の敷地での緑

化は、まちなかに潤いを与える重要な役割

を担っています。 

平成 29 （2017）年度より本市の市民の森

としてオープンした「にっさい堀込の森」

は、市が土地所有者から緑地を借り受け、

下草刈りや間伐等の維持管理をＮＰＯ法

人が行う、里山風の散策地です。緑地内は、

市民に開放され、体験学習やコンサートと

いったイベントが開催されています。 

 

⑦ミツバチプロジェクト 

ミツバチプロジェクトは、「ミツバチと

共生できる環境づくり」をテーマに、平成

25(2013)年度から本市で展開されている

取組です。市民によるミツバチの飼育活動

を通じて、ミツバチの生態や蜜源植物への

理解を深めるとともに、自然と共生する意

識の醸成を目的としています。 

活動は、市内４カ所で実施され、入西地

区の蜂場での養蜂家育成と、島田地区等に

おいて自立したグループによる養蜂が行

われています。 

 

 

 

 

 

  

ミツバチプロジェクトの巣箱 

市民緑地（にっさい堀込の森） 
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⑧本市の歴史・文化を物語る緑 

本市の社寺林は、地域の歴史や文化を語

り継ぐ存在です。古くから信仰の場として

守られてきた自然が今も息づいており、中

には、古墳だった場所に社寺が建てられ、令

和７(2025)年現在まで緑が継承されている

場所もあります。 

代表的なものとして、樹齢 600～700 年の

埼玉県指定天然記念物である入西のビャク

シン＊ （石上神社）や、社殿背後にそびえる

県内最大級の神木スギ（土屋神社）、関東地

方最大級とされるカゴノキ＊（多和目天神

社）等があります。また、慈眼寺には坂戸市

指定天然記念物である樹齢 250 年を超える

しだれ桜があり、春には「しだれ桜まつり」

が開催され、市民や来訪者に親しまれてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

歴史的環境の位置 

入西のビャクシン 
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（５）市民等との連携状況 
本市では、花のまちづく

り事業として、公共用地の

未利用地を活用した花壇

づくりを実施し、春と秋の

年２回、花苗の配付を行っ

ていますが、近年は活動人

数や花壇数の減少が続い

ています。 

また、市民の協力のもと

オープンガーデンを展開

しています。 

オープンガーデンとは

昭和２(1927)年に英国で

始まった個人庭園を一般に公開する制度で、日本でも各地域に広がりを見せています。令

和７(2025)年現在では、市内に 17 か所の庭がオープンガーデンとして開放されており、

訪れた人々との交流を楽しむとともに、地域の緑化意識の向上にもつながっています。 

 

 

 

  

市民花壇ボランティア活動の推移 
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11.5% 30.8% 42.6% 10.6%

2.5% 2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

満足

まあ満足

普通

やや不満

不満

無回答

不明

まちなかのみどり（街路樹、公園）の豊かさ n=814

４．市民意識 

まちなかの緑の豊かさについては、市民の約 42％が満足しています。自然の豊かさが

本市の魅力として市民に認識されています。 

 

 

 

 

 

 

まちなかのみどり（街路樹、公園）の豊かさ※1 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂戸市が住みよい理由※2 

 

緑の取組については、地域の緑化活動に取り組んでいる人は 14.3％、自然環境の保全

活動をしている人は 4.5％、それぞれの活動に今後取り組みたいと考えている人は３～４

割でした。 

 

 

 

 

環境活動の取組状況※1  

※1) R4.8 環境に関する意識調査より作成 

※2) R7.3 坂戸市市民意識調査より作成 

 



24 

20.6%

21.9%

14.8%

16.5%

27.0%

6.4%

2.2%

9.1%

45.5%

11.7%

1.8%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

市民の生涯学習やスポーツを推進するために期待すること

① 生涯学習やスポーツに関する情報提供の充実

② 市民ニーズに合った講座や教室の開催

③ 地域交流センター、体育館等の施設予約の
利便性の向上

④ 図書館等の蔵書（本、ＤＶＤ等）の充実

⑤ 気軽に立ち寄ることができる学習の場の充実

⑥ グループやサークルでの学習活動のための場
（地域交流センター等）の充実

⑦ 学習した成果を発表する場
（小ホール、ギャラリー等）の充実

⑧ コンサートや文化講演などを開催できる場所
（大ホール等）の充実

⑨ 好きな時に体を動かせる運動施設
（公園や遊歩道等）の充実

⑩ グループやサークルでのスポーツ活動のため
の場（体育館や広場等）の充実

⑪ その他

無回答

n=1,003

30.2%

32.7%

23.0%

42.7%

11.8%

8.3%

10.0%

37.8%

29.2%

20.9%

3.2%

5.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

子育てのしやすいまちにするために必要と感じる施策

① 子育てに配慮した母親や父親の就労環境の
整備

② 保育園の増設や保育サービスの充実

③ 子ども（特に乳幼児）の医療機関の充実

④ 保育料や医療費など子育てにかかる費用
負担の軽減

⑤ 子育てに関する相談や情報取得の窓口の
充実

⑥ ユニバーサルデザインを取り入れた子育て
のしやすい生活環境の整備

⑦ 子育て支援活動を行っている団体や人材の
育成

⑧ 公園・児童センターなど子どもの安全な
遊び場の整備

⑨ 防犯意識が高く治安の良い地域社会づくり

⑩ 子育てを理解しサポートし合う地域社会
づくり

⑪ その他

無回答

n=1,003

 

今後の人口減少・高齢化において、公園、遊歩道等、市民ニーズに即したオープンスペ

ースの機能充実が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の生涯学習やスポーツを推進するために期待すること※２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てのしやすいまちにするために必要と感じる施策※２ 
 

 

 

 

  

※小数点第２位を四捨五入して算出しているため、百分率の合計が 100.0％にならないことがあります。 
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５．第２次計画の策定方針 

（１）計画の改定課題 

①本市の緑の骨格、歴史文化を物語る緑の確実な保全 

城山の樹林地や高麗川、越辺川の河畔の緑は、本市の緑の骨格であり、生態系ネットワ

ークの形成やカーボンニュートラルの推進に貢献しています。また、武蔵野の面影が残る

樹林や社寺林は、本市の歴史を今に伝えています。しかし、長い年月を経た樹木は、異常

気象や害虫等による被害を受けやすいため、緑を将来に継承するため適切に維持管理し

ていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高麗川 

越辺川 

城山の樹林地や高麗川・越辺川の河畔林は、本市の生態系ネットワーク※のコアとし
ての役割を担っています。台地上では古代の遺跡や古墳、その上に建てられた社寺と樹
林等が点在しています。また、低地や台地に農地が広がり、住宅地と調和する田園風景
を形成しています。 

※生物が生息・移動するために必要な緑地の連携関係を示すものであり、コゲラは森林環境の変化に敏感であると

いう理由から、一般的に指標種として用いられる。コゲラ＊の営巣拠点となる可能性が高い緑地は「コア」、日常

的な採餌や移動に利用する可能性が高い緑地は「一次サテライト」と定義され、コゲラはエコロジカルネットワ

ークの範囲内で、コアと一次サテライトを行き来すると考えられる。 
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②都市機能の集約と連動した緑の保全と創出 

本市は、都市機能を集約したコンパクトなまちづくり＊を進めています。都市機能を集

約するなかで、都市の魅力と求心力の向上を図り、にぎわいを生むことが重要で、暑熱環

境を低減するためにも、市民が多く集まる場所を中心に緑地整備や緑化推進を進めてい

かなければなりません。 

また、集約した都市機能の周辺部に広がる田園や武蔵野の面影を残す雑木林・社寺林等

は、都市生活のなかで自然と触れ合うことができる重要な都市インフラです。これらの緑

を適切に保全・整備・活用することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

千代田公園 

※地表面温度は人工衛星Ｌａｎｄｓａｔの衛

星画像データより作成した。 

平成 16(2024)年のデータのうち、雲量が

10％未満かつＬａｎｄｓａｔ衛星が日本上

空を通過する午前 10 時前後で坂戸市全域

が真夏日（最高気温が 30℃以上）となるデ

ータとして平成 16(2024)年７月５日のデ

ータを使用した。 

都市機能や居住機能の集約を図る居住誘導区域内は建物や道路舗装によって地表面
温度が高い傾向にあります。その中で緑がある場所は日差しを和らげ、涼しさを創出す
ることができます。例えば千代田公園や稲荷久保公園のように大きな樹木がある公園
や、緑の多い団地、学校では、周辺に比べて温度が低くなっていることが分かります。
商店街や鉄道路線にも隣接するこれらの緑地は、都市機能を集約したコンパクトなまち
づくりを進める中で重要な都市インフラとなっています。 

稲荷久保公園 

筑波大学附属 

坂戸高等学校 

若葉台第一住宅 

坂戸市立 

坂戸中学校 
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③暮らしのＷｅｌｌ-ｂｅｉｎｇ＊向上につながる緑の多様な機能の発揮 

市内の緑を、子育て環境や健康づくりのためのインフラとして捉え、子どもたちが気軽

に緑に触れて遊んだり、健康づくりのための活動を行えるよう、公園の配置や緑地機能の

向上を図ることが重要です。 

住み続けたいまちとしていくために、地域課題を意識した検討を進めながら、まちなか

の緑化を推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊ 

市内には合計 122 の都市公園が分布しています。０-14 歳の子どもが特に多く暮らす
場所のほとんどが公園誘致圏※内にあり、子どもたちが生活の中で公園を利用できる環
境が形成されています。 
※公園の配置にあたり想定する公園利用者の居住範囲であり、坂戸市では街区公園を半径 250m 程度、近隣公園を

半径 500m 程度の居住者が利用することを目的として配置する。 
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④人口減少・少子高齢化における新たな緑の取組の担い手の確保と連携 

本市では、ボランティア団体が花壇の手入れ行う等、行政と協働して緑の保全・維持管

理を図っています。 

しかし、人口減少・少子高齢化が進む中、こうした緑の取組の担い手の減少が懸念され

ます。 

今後は、緑の取組の担い手の裾野を広げ、新たな主体との連携を模索する等、取組に参

加する人々を育成、確保していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７ （2025）年から令和 32 （2050）年にかけて、本市の人口は全体として減少が見
込まれる中、入西地区等増加が予測される場所も点在しています。これらの地域では、
周辺と連携した緑の取組の推進が期待されます。その一方、多くの人口減少が予測され

る場所では、これまで以上に緑の取組の担い手の減少が懸念されます。 
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（２）第２次計画が重視する視点 
本市の主な社会課題や緑の現状等を踏まえ、第２次計画では、以下の３点をより重視し

ていきます。 

 

①  暮らしのＷｅｌｌ－ｂｅｉｎｇに貢献するまちなかの緑の機能向上 

・誰もが住み続け、子育てしやすい都市の実現に向けて、子育てや健康づくり、環境教

育、近隣住民とのコミュニケーション等の場として、緑を活用します。 

・緑化や花壇づくりによって、生活圏の景観に潤いを与え、居心地よく、暮らしやすい

都市環境の創出に貢献します。 

 

 

② 多様な主体との連携促進 

・少子高齢化が進む中で緑の保全や創出に取り組むために、活動団体のみならず、多様

な主体との連携を図ります。 

・市民等が、多様なライフスタイルのなかで様々な形で緑に関わり、興味関心を持ち、

緑の取組の担い手となるよう、普及啓発、機会の創出に努めます。 

 

 

③ 多面的な機能を発揮する緑の確実な保全 

・緑の様々な働きを継続・創出していくために、緑の持つ役割を再認識し、今ある緑を

守り、育てていきます。 

・緑地はレクリエーション・景観形成機能だけではなく、防災や気象の緩和機能等、多

様な機能を持っています。そのような緑を確実に保全し、将来に継承していきます。 
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第３章 緑の将来像と基本方針 
 

 

  



31 

１．基本理念 

＜計画テーマ＞ 

緑と花と清流のまち・さかど 
＜基本理念＞ 

市民・事業者・行政、みんなが力を合わせ、 

緑と花と清流に包まれた美しいふるさとづくりをめざします 
 

市内には、城山の樹林や武蔵野の面影を残す雑木林、屋敷林等の緑が今なお残っていま

す。また、高麗川や越辺川、その支流の豊かな水の恩恵を受け、優良な水田や畑が郊外に

広がり、河川の水辺空間と調和した景観を造っています。 

市街地には、学校や公園、道路等の公共施設の緑や住宅地等の生け垣等、生活の中で多

くの緑が息づいており、こうした環境の中でいろいろな生物も生息しています。 

これらの緑は、ふるさと坂戸の風景や風土を形づくっているかけがえのない財産とい

えます。 

しかしながら、これまでの急速な都市化に伴い、これらの緑は減少してきています。 

先人から受け継いだ貴重な財産である豊かな緑や清流、自然環境を守るとともに、創り、

育て、未来を担う子どもたちに継承していくことが、今を生きる私たちの役目であると考

えます。 

そのためには、私たち一人ひとりが緑や清流等を大切にする気持ちを持ち、市民・事業

者・行政が理念や指針を共有し、適切なパートナーシップに基づいて緑を育んでいく努力

が必要です。 

こうした考えに基づき、これまで 20 年間、「緑と花と清流のまち・さかど」をテーマに、

施策を推進してきました。時代の大きな転換期を迎えた今も、緑と花と清流に包まれた美

しいふるさとづくりをめざすことに変わりありません。前計画の基本理念を継承し、市

民・事業者・行政が連携して、緑のまちづくりに取り組みます。 
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２．将来像 

（１）緑の将来像 
 

みんなで育む緑のまち・さかど 
 

城山の樹林地と高麗川等の河川エリアを軸として、市民の憩いの場やレクリエーショ

ン活動の場となる多様な拠点と、それらが遊歩道等で有機的に結ばれた水と緑のネット

ワークの形成をめざします。 

都市生活に身近な場所に自然豊かで歴史を感じさせる樹林、県下有数の水質を誇る清

流、田園が存在する本市の特徴を活かし、「住みつづけたいまち、子育てしたいまち」の

実現に向けて緑を活用します。まちなかの緑と、気軽に訪れることのできる郊外の樹林地

を保全・活用することで、誰もが暮らしの中で草花や生物と触れ合い、居心地のよさを感

じられる都市の形成をめざします。 
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［緑の将来像図の構造］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水と緑の 

ネットワーク 

 

水と緑の拠点 

水と緑の骨格 

緑の将来像 
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（２）水と緑の骨格 
本市の水と緑の骨格は、河川と２種類の緑のエリアで構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①水と緑の骨格軸 

 本市のなかで水や緑に親しめる憩いの空間が連続し、都

市と自然が調和する景観の重要な要素でもある高麗川と

越辺川を、水と緑の骨格軸として位置付け、水や緑を感じ

ることのできる環境整備を図ります。 

特に、清流を誇る高麗川は、郷土のシンボルとなる水辺

レクリエーション空間として積極的な保全と活用を図り

ます。 

河川敷の緑の保全にあたっては、動植物の生息・生育・

繁殖環境に配慮します。 

②河川 

 市内の河川は、治水計画等の事業と整合を図りながら、

動植物の生息・生育環境に配慮するとともに、国や県と連

携を取りながら水辺空間を創出します。 

③緑のエリア 

 

樹林保全エリア 

 

城山の樹林地は、市内最大の樹林地であるとともに多様

な動植物が生息・生育しており、緑地の核として保全に努

めます。 

 

保全農地エリア 

 

郊外に広がる農用地は、郷土景観を代表する要素とし

て、また、風の道をつくりヒートアイランドを緩和する、

多様な動植物の生息・生育の場となる等、環境保全上重要

な役割を果たしており、緑の骨格として保全に努めます。 
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（３）水と緑の拠点 
市民の憩い・学習・レクリエーション活動の場として、次のような「水と緑の拠点」を

形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①公園 

 市民の憩いの場と、コミュニケーションの場となる公園、

緑地等は地域の特性に応じた整備を推進するとともに、緑地

機能としての保全を図ります。 

②自然レクリエーション拠点 

 市を代表する自然レクリエーション拠点として、城山の樹

林地を位置づけ、良好な自然環境の保全と自然に配慮した整

備・活用を図ります。 

③環境学習拠点 

 子どもたちの自然、環境学習の拠点として、高麗川の浅羽

ビオトープや環境学館いずみ、滝不動周辺の３か所を位置づ

け、ビオトープの整備等環境保全を図ります。 

④水辺と緑のエリア 
 貴重な自然が残っている河川周辺を「水辺と緑のエリア」

とし、生態系に配慮した水辺空間の保全を図ります。 

⑤花のまちエリア 

 北浅羽桜堤公園、泉町桜堤公園、にっさいの桜並木、東坂

戸団地の桜並木、市民総合運動公園の計５か所を「花のまち

エリア」として位置づけ、訪れる人が桜を楽しむことができ

る憩いの場を創出します。 

花と緑に触れることができる空間と、花と緑の講習会の開

催等普及啓発の機会を設けることで、花と緑に親しむ市民の

裾野を広げ、将来の緑の取組の担い手が育まれていくことを

めざします。 
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（４）水と緑のネットワーク 
水と緑の拠点を有機的に結ぶ、次のようなネットワークを形成します。 

 

 

  

①水辺の散歩道  

市民に親しまれている「高麗川ふるさと遊歩道」を適切に

維持管理します。また、市内の河川を水辺のネットワークと

して位置づけ、関係機関と連携しながら維持管理を行いま

す。 

②緑の散歩道  
入西せせらぎ通り線等、街路樹のある歩道等を活用し、「緑

の散歩道」として歩行者ルートの形成を図ります。 

③エコロジカルネットワーク※ 生物多様性の確保のため、城山の樹林地を生態系のネット

ワークの中核とし、河川、平地林、都市公園等を介し、市街

地まで有機的につなぐネットワークの形成を図ります。 
※エコロジカルネットワークとは生物が生息・移動するために必要な緑地の連

携関係を示すものであり、コゲラは森林環境の変化に敏感であるという理由

から、一般的に指標種として用いられる。コゲラの営巣拠点となる可能性が

高い緑地は「コア」、日常的な採餌や移動に利用する可能性が高い緑地は「一

次サテライト」と定義され、コゲラはエコロジカルネットワークの範囲内で、

コアと一次サテライトを行き来すると考えられる。 

＜参考＞ 

・コゲラを指標種とした 

エコロジカルネットワーク 

 

・コア  

・一次サテライト  
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［緑の将来像図］  



38 
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３．基本方針 

（１）緑と清流を守る（保全） 
身近な緑と清流を次世代に伝えていくため、高麗川や越辺川等の河川の水辺、城山の樹

林地、郊外に広がる農地をはじめ、生活の中に息づいている社寺林、雑木林、屋敷林等の

身近な緑と清流の保全を図ります。 

また、これらの緑は多様な生物の生息・生育の場となっているので、生息空間の維持・

保全に努めます。 

さらに、多面的な機能を発揮する緑の保全優先度をつけ、多様な主体が連携し計画的に

保全活動を進めます。 

 

（２）緑と清流を創る（創造） 
高麗川や越辺川等の水辺の活用を図るとともに、まちの緑を保全し、自然豊かなまちづ

くりを推進します。 

まちなかの緑は、子育てをはじめ、誰もが暮らしやすい都市環境をつくる上で重要な資

産であることを共有し、コンパクトなまちづくりと連動した緑の創出を図ります。公園・

緑地の整備・改修においては、多世代の交流や防災機能等、地域ニーズに応える空間とな

るよう努めます。また、市民や事業者と協働して、緑の創出を推進します。 

高麗川や越辺川等については、清流の保全と水環境の向上に努めるとともに、水辺空間

における自然とのふれあいの場づくりを進めていきます。 

また、高麗川ふるさと遊歩道や、河川等を活かして多様な緑の拠点間を結ぶ水と緑のネ

ットワークの形成を図ります。 

 

（３）緑と清流を育てる（育成） 
市民・事業者・行政が協動で緑と花と清流のまちづくりを進めます。 

少子高齢化が進み、緑の取組の担い手の減少が想定される本市においては、これまで緑

のまちづくりを担ってきた活動団体のみならず、多様な世代が、様々なかかわり方で、緑

の取組に参画していくことが重要です。 

これからの本市を担う若い世代の緑と清流に対する関心・意識を高めるとともに、誰も

が参加しやすい活動環境を整える等、緑の保全・創出をこれまで以上に促進するための工

夫を、多様な主体と連携しながら検討していきます。 
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４．目標 

将来像の実現に向けた取組を着実に進め、必要に応じて改善を図るため、基本方針に基

づく目標と、目標に関するまちの状況を測るためのモニタリング指標を定めます。 

モニタリング指標は、緑の基本計画に基づく取組状況の確認、今後の見直しの際に、推

移や変化の要因等を確認、分析することで、取組の改善につなげます。 

 

 

 現況値 

（令和７年４月現在） 
考え方 

緑地率（合計/市域面積） 28.0％  都市公園等の整備及び農地

や城山の森の保全を図ると

ともに、所有者の協力を得

ながら保存樹木の維持管理

に努めます。 

内

訳 

城山の森 30.2ｈａ 

都市公園等※１ 55.0ｈａ 

地域制緑地※２ 1,065.4ｈａ 

合  計 1,150.6ｈａ 

  ※市域面積：4,102.0ｈａ 

  ※１：都市公園及びその他の公園等 

  ※２：農振農用地区域＋生産緑地地区面積＋河川区域＋その他条例や協定で定める緑地面積 

 

 

まちなかのみどりが豊かだと満足だと感じることで、Ｗｅｌｌ-ｂｅｉｎｇの向上を目指します。 

 現況値 考え方 

まちなかのみどり（街

路樹、公園）の豊かだと

感じる市民の割合 

42.3％ 

坂戸市の環境に関する意識調査では、42.3％

の方が、まちなかのみどりに「満足」、「まあ満

足」と回答しました。今後緑化活動や保全活動

を行い、この割合を高めていきます。 

 

 

少子高齢化が進行し、活動の停滞が懸念されるなか、これまで緑の取組に携わってこ

なかった人々の緑に対する関心を高め、様々な属性の人々が取組に参画する機会づく

りを進めていきます。 

 現況値 考え方 

花植えや植樹等の地域

の緑化活動をしている

市民の割合 

14.3％ 
坂戸市の環境に関する意識調査では、今後緑

化活動や保全活動に取り組みたいと考えてい

る人が３～４割いることがわかりました。こ

うした人々の関心を継続して高め、新たな

人々の協力を得るための取組を推進します。 

樹林や水辺等の自然環

境の保全活動をしてい

る市民の割合 

4.5％ 

目標① 身近に緑とふれあえる空間を保全します 

目標② まちなかのみどりが豊かだと感じる市民を増やします 

目標③ 緑の取組にかかわる人を増やします 
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第４章 施策 
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■施策体系 
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１．緑と清流を守る（保全） 

（１）水と緑の骨格の保全 

1）樹林地の保全 

① 樹林地の保全と整備 

・高麗川や越辺川沿い、城山や郊外のまと

まった樹林地については、景観、動植物

の生育環境の維持を図るため、適切な

間伐を実施し、積極的な保全に努めま

す。 

 

 

 

 

② 市民や地域ボランティア等と連携した維持管理、活用 

・地域ボランティア、ＮＰＯ法人をはじめ、様々な主体の参画を得ながら、城山の森の市

有地の維持管理、活用を進めます。また、土地所有者の理解と協力を得ながら市有地以

外を含む城山の森全体の保全を進めます。 

・樹林地や河畔林ついては、土地所有者の理解を得て、適切な維持管理を促進するととも

に、地域ボランティア等と連携した保全・活用を図ります。 

 

③ 桜の保全と計画的な維持管理 

・本市の象徴であり観光資源としても

重要な桜を保全するため、計画的な

維持管理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

城山の樹林 

北浅羽桜堤公園の安行寒桜 
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2）清流の保全 

① 多様な生物を育む水辺環境の保全  

・自然護岸、緑化、ワンド＊の整備等、多様な

動植物の生息・生育環境や景観に配慮するよ

う河川管理者と協議しながら、河川や水路の

水辺環境を保全します。 

 

② 湧水の保全 

・市内の台地の段丘崖等に位置する湧水地点

は、本市の自然が創る豊かな水循環を象徴す

る場所として保全を図ります。 

 

③ 清流保全活動の促進 

・県下有数の清流を本市の資産として守り続けていくため、市民参加による清掃活動、ご

みの不法投棄の防止、水辺環境の整備等を行います。 

 

 

（２）武蔵野の面影を残す緑の継承 

1）農地の保全 

① 優良農地の保全 

・都市近郊の立地条件を活かした特色ある農業

の振興に努めます。 

・土地改良事業等の推進により生産性の高い農

用地の確保・整備により優良な農用地の保全

を図ります。 

 

 

 

  

滝不動の湧水 

（仮） 

市内の農地 
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- 生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項 - 

本事項は、都市緑地法第４条第２項に基づき、都市農地の保全を計画的・総合的に推進すること
を趣旨として定めるものです。 

都市の緑地の一つである都市の農地は、地元産の新鮮な農産物の供給、防災や国土及び環

境の保全、住民の交流の場等の多様な機能を有しています。都市に「あるべきもの」として適正に

保全し、有効活用することが重要です。 

市街化区域内においては、良好な都市環境の確保に効果があり、かつ公共施設等を予定する

敷地として適した都市農地を保全するため、生産緑地地区制度を運用し、緑地を保全します。 

①生産緑地の指定 

・生産緑地地区は、次の要件を満たす一団の農地等について、土地所有者からの指定申出を受

けて、市が都市計画決定の手続きを経て指定します。 

◆市街化区域内の一団の農地等で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全

等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地と

して適していること 

◆一団の農地等で面積が３００㎡以上であること（一団の解釈については、個別の事例ごとに判断） 

◆用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められること 

◆将来にわたって農地等として適正に維持管理できること 

◆指定する農地等に関する権利を有する者全員の同意が得られること 

②生産緑地地区の取り扱い 

・生産緑地地区は、次のように取扱います。 

◆農地課税 ◆相続税の納税猶予制度の適用が可能 

◆農地として適正な管理、保全を義務付け ◆建築や宅地造成の制限 

③生産緑地の買取り申出について 

・生産緑地地区に指定された農地等は、次のいずれかに該当した場合、市に対して、買取りを申し

出ることができます。 

◆生産緑地地区の指定（都市計画の決定告示の日）から３０年を経過したとき 

◆農業の主たる従事者が死亡したとき 

◆農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなったとき 

※市で買取らない場合、他の農業従事希望者が当該生産緑地を取得できるように、農業委員会

にあっせんを依頼します。買取り申出の日から起算して３か月以内に所有権移転（相続その他の

一般継承による移転を除く。）が行われなかったときは建築行為等の制限が解除になります。 

④特定生産緑地制度について 

・指定後３０年が経過した生産緑地地区は最終的に宅地並み課税となります。 

・３０年経過までに特定生産緑地に指定することで、これまでと同じ税制措置を受けることができ

せん。 

・また、特定生産緑地の指定は１０年ごとに更新可能ですが、一度指定を外れると再度、特定生産

緑地に指定することはできません。  
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2）歴史文化を物語る緑の保全 

① 地域に親しまれる緑の保全  

・市内に数多く分布する社寺境内林、郊外の集落地に分布する屋敷林及び保存樹木、保存

樹林は、地域に親しまれている緑であり、土地所有者の理解と協力を得ながら維持・保

全に努めます。 

 

② 天然記念物等緑の文化財の保全 

・市内には、土屋神社の神木スギ、入西のビャクシン、ステ

ゴビル、カゴノキ、シダレザクラ等の天然記念物、万葉遺

跡浅羽野、多和目城跡（城山）等の遺跡があります。こう

した緑の文化財については、指定の継続及び保全に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）都市と自然が調和したまちづくりの推進 

1）自然と調和した土地利用の推進 

① 自然と調和した土地利用の推進 

・持続的なまちづくりを進める上で、都市と自然が調和したゆとりある本市の環境に即し

た土地利用を推進します。 

・坂戸ＩＣ周辺においては、関係機関との連携を図りながら、周辺環境との調和が図られ

た産業基盤づくりを進めます。 

・北坂戸地区のまちづくりに際しては、整備前の樹木を保全・活用することで、地域の記

憶を継承しながら、賑わいと潤いのある多世代が交流できる空間を形成します。 

 

② 制度運用による効果的な緑の保全・活用 

・特別緑地保全地区への指定や条例に基づく仕組等を利用し、効果的な緑の保全・活用を

図ります。 

・市民緑地や市民管理協定等の制度活用についても検討、調整を進めます。  

多和目天神社のカゴノキ 
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２．緑と清流を創る（創造） 

（１）緑を活かしたＷｅｌｌ-ｂｅｉｎｇなまちづくり 

1）多世代が安全で安心して暮らし続けられるまちの公園づくり 

① 地域と連携した公園づくり 

・土地区画整理事業等に併せて地域住民

の利用を目的とする街区公園や近隣公

園を整備します。 

・市民総合運動公園は、スポーツ・レク

リエーション活動の拠点として、多く

の市民に利用されています。今後も、

市民ニーズに合わせて既存施設の改

修、機能の拡充を図ります。 

・地域防災計画で避難場所に位置づけら

れている公園と併せ、その他の既設公

園や新たに整備する公園についても、

防災に配慮した公園づくりを推進しま

す。 

・誰もが安心して利用できるよう、見通

しの良い樹木の配置、適切な照明灯の

配置等、安全・安心な防犯に配慮した

公園整備を推進します。 

 

② 公園の利活用の促進 

・市民活動や健康増進、子育て等多様な目的のための市民が主体的に利活用できる空間と

していきます。 

・夏祭り等の地域の賑わいやコミュニティの活性化につながる取組、機会の創出を図りま

す。 

 

③ 市民等と連携した公園管理の推進 

・公園の管理にあたり、自治会との連携をはじめ市民と協働して、地域に愛される公園と

して維持管理を進めていきます。 

 

  

入西公園 

みどり町公園 
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- 坂戸市の設置に係る都市公園の整備及び管理に関する事項等 – 

本事項は、都市緑地法第４条第２項に基づき、市町村が設置する都市公園の整備と管理の方針
を定めるものです。 

都市公園は、気候変動対策、生物多様性の確保、Ｗｅｌｌ-ｂｅｉｎｇの向上等に向け、地域の課題

や公園の特性に応じ、その多機能性のポテンシャルを更に発揮することが重要です。都市公園を

本市の資産と捉え、都市公園の特性に応じた整備と管理を進めます。 

①公園の整備の方針 

・都市公園の配置にあたっては、市内の都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害

の防止に資するよう考慮します。 

・公園の整備において、高齢者、障害者等が円滑に移動等を行えるようできる限り配慮します。 

・坂戸市都市公園条例に基づき、都市公園の種別毎、以下の考え方で公園を配置します。 

 

■街区公園 

・主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 

・街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置する。（標準面積：0.25ｈａ） 

■近隣公園 

・主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 

・近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置する。（標準面積：２ｈａ） 

■都市緑地 

・主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図ることを目的とする緑

地としての都市公園 

・それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように

配置し、及びその敷地面積を定める。（標準面積：0.1ｈａ） 

■緩衝緑地 

・主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園 

・それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように

配置し、及びその敷地面積を定める。 

■その他の公園 

・それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように

配置し、及びその敷地面積を定める。 

 

②公園の管理の方針 

＜公園の種別や特性に応じた管理＞ 

・地域に身近な公園である街区公園や近隣公園は、地域の自治会に管理を委託することを含め

て、各周辺地域の特性や周辺住民の利用ニーズを考慮した管理を行います。 

・市民総合運動公園、高麗川コミュニティパークは、市民が広く利用する公園として、公園の設置

目的を踏まえながら、様々な属性の市民が快適に利用できるよう配慮して管理を行います。  
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＜市民や事業者の参加による利活用の推進＞ 

・地域の賑わいやコミュニティの活性化につながる公園利活用の取組を市民や事業者が主体とな

って実施する際、積極的に支援、連携します。 

 

＜安全・安心の確保＞ 

・公園施設は日常的な巡回、点検を実施します。点検により異常が確認された場合は、必要に応

じた使用禁止処置の実施し、更に適切な修繕方法を検討し、早急な対策を実施します。 

・公園施設の保守点検を毎年実施し、劣化判定を行い、判定結果に基づく予防保全に努めます。 

 

 

 

2）潤いのある居心地のよい緑と憩いのまちなみづくり 

① まちの緑化促進 

・多様な主体が連携して緑化を進め、暑熱環境の緩和につなげます。 

・駅周辺の共同ビルや大規模店舗等については、開発に伴う緑化スペースの確保と接道境

界部を中心とした緑化を誘導します。 

・緑化にあたっては、人々の交流や暑熱対策、生物多様性への配慮等、地域課題を意識し

た検討を進めます。 

・住宅地の緑化を促進し、目に見える緑や日陰をつくる緑の豊かな住環境を創出します。 

・潤いあるまちなみ景観の形成、防災性（延焼遮断効果）の向上を図るため、都市計画道

路や植栽可能な幅員をもつ道路の緑化を推進します。 

・街路樹については、樹種による特性を考慮しながら、道路利用の安全性等を踏まえた維

持管理を実施します。 

 

② 公共施設の緑化推進 

・文化・教育施設、福祉施設や交流センター等の公

共施設は、まちなみ景観の向上を図るため、緑化

を推進します。 

・公共施設の改修や再編等の機会が生じた際は、緑

化を充実させることで、潤いの創出と交流空間

の増加を図ります。 

・地域コミュニティ活動の核でもある小中学校に

ついて、児童 ・生徒の安全に配慮しながら、緑化、

樹木の維持管理を進めます。 

  坂戸市役所周辺の緑 



54 

③ 工場、事業所における緑化促進 

・富士見工業団地やにっさい花みず木地区の工業団地等に立地する大規模な工場や事業

所については、接道境界部や敷地内緑化を促進します。また、緑化スペースの確保が困

難な場合は、屋上緑化や壁面緑化の導入を促進します。 

・周辺地域の生活環境や生物多様性へ配慮した緑化を促進します。 

 

 

（２）水と緑のネットワークの形成 

1）自然に親しむ空間づくり 

① 河川沿いの緑化推進 

・河川の特性を理解し、適切な方法で緑化を推進します。 

 

② 親水環境の創出 

・市内の河川は、治水計画等の事業と整合を図りながら、動植物の生息・生育環境に配

慮するとともに、国や県と連携を取りながら水辺空間を創出します。 

2）エコロジカルネットワークの形成 

① 緑のスポットづくり 

・耕作放棄地を活用して、ミツバチの蜜源とな

る花畑づくりを実施します。 

・学校では、児童生徒の自然とのふれあい、環境

教育の一環として、花壇づくり、学校の樹木の

管理・整備等を推進します。 

 

② 水と緑のネットワークの形成 

・城山の樹林地をエコロジカルネットワークの

拠点として良好な自然環境の保全と自然に配

慮した整備活用を図ります。 

  

高麗川浅羽ビオトープ 
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３．緑と清流を育てる（育成） 

（１）緑と関わるムーブメントの形成 

1）自然にかかわるきっかけづくり 

① 水や緑の自然に関わるきっかけづくり 

・城山や高麗川・越辺川、台地上の社寺林・屋敷林、

桜、公園や花壇、蜜源、農地等、各地にある素晴ら

しい緑の空間を、市民や来訪者に知ってもらえる

よう積極的、継続的な情報発信を図ります。 

・自然観察教室や坂戸市環境教育プログラムの充実

に努め、水辺や緑を環境学習の場として活用しま

す。 

 

② 自然豊かなまちとしてのＰＲの推進 

・市民参加による緑化活動や清流保全活動、オープン

ガーデン活動等様々な市民活動をＰＲすることで、

取組に対する理解を深めるとともに、活動に参加、

支援する人々を増やしていきます。 

・桜の保全活動や植樹活動、坂戸にっさい桜まつり等

のイベントを通じて桜の名所づくりを進めること

で、地域の魅力を広くＰＲします。 

 

（２）多様な主体の連携の促進 

1）市民活動の促進・支援 

① 市民活動の支援  

・ボランティア団体やＮＰＯ法人等の協力を得ながら市民参加による緑化活動の促進を

図ります。 

・土とのふれあいを通じて、自然や農業への理解を深めていけるよう、学校、地域及び事

業者と連携した農業体験を充実します。 

 

② 持続的な市民活動の実現に向けた方策検討 

・活動団体との意見交換等を通じてニーズを把握し、活動団体と行政が一体となって課題

解決に向けた検討を行います。 

・市内の高校や大学の授業や活動の場所として市内の緑地を提供する等、新たな担い手と

緑をつなぐ方策について検討を進めます。  

オープンガーデン 

自然観察教室の様子 
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第５章 重点施策 
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１．重点施策の考え方 

  本市の課題を解決に導くため、求められる事業展開の早期着手が必要です。 

ここでは、多種多様な人々に本市の緑を知っていただき、暮らしの中で緑を接点とした

コミュニティを形成し、緑に親しみながら、各種事業の取組への参画気運を高めていく好

循環を創るため、３つの重点施策を位置づけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策 

（１）坂戸市の緑を知る機会の充実 

（２）市民の交流空間としての緑の活用 

（３）自身の活動空間である緑の保全・管理への参画 
 

  

暮らしの中で緑との接点を増やし、 

緑に親しむことが、取組への参画機運を高めていく 

コンセプト 

１ 

3 2 

坂戸市の緑を知る機会の充実 

市民の交流空間としての 

緑の活用 

自身の活動空間である 

緑の保全・管理への参画 
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２．重点施策の展開 

（１）坂戸市の緑を知る機会の充実 
＜取組内容＞ 

城山の樹林地や高麗川・越辺川の河畔林、桜並木、花壇等の市内の四季折々の豊かな緑

を活かし、市民のアイデアと工夫を活かした自然とふれあえる楽しい空間づくりを進め

ます。 

また、坂戸にっさい桜まつりや環境教育等多彩な機会を通じて、地域の自然への関心を

高め、緑の取組への参加を促進するため、緑の魅力を伝える情報発信を進めます。 

＜関連施策＞ 

・水や緑の自然に関わるきっかけづくり 

・自然豊かなまちとしてのＰＲの推進 

 

 

 

  

四季折々の豊かな緑 

※秋：紅葉、坂戸よさこい 等 

※夏：坂戸竹灯の夕べ、 

   四日市場の麦からみこし 等 
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（２）市民の交流空間としての緑の活用 
＜取組内容＞ 

公共施設の改修や再編成等の機会を活かし、緑地創出や緑化に取り組むことで、市民が

緑に親しめる空間の拡充を図ります。 

また、公園は多様な目的に応じて地域住民が自由に使える地域コミュニティの中心と

して整備を行い、夏祭り等の賑わいや交流を生む取組を促進することで、地域の活性化に

つなげます。 

＜関連施策＞ 

・地域と連携した公園づくり 

・公園の利活用の促進 

・公共施設の緑化推進 

・親水環境の創出 

 

 

 

 

 

（３）自身の活動空間である緑の保全・管理への参画 
＜取組内容＞ 

緑の適切な維持管理を進めるにあたり、これまで中心的な役割を担ってきた地域ボラ

ンティアに加え、高校生や大学生、新たに居住しはじめた市民、事業者等、より多様な主

体が参画できる仕組みづくりを目指します。その実現に向けては、既に緑に関する取組を

行っている活動団体との連携に加え、新たな担い手となり得る市内の高校生や大学生と

の協働を通じてニーズを把握し、仕組みそのものを市民と行政が一体となって検討・研究

していきます。 

＜関連施策＞ 

・市民や地域ボランティア等と連携した維持管理、活用 

・市民等と連携した公園管理の推進 

・市民活動の支援 

・持続的な市民活動の実現に向けた方策検討 

  

地元農産物の販売 
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第６章 計画の推進に向けて 
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１．市民、事業者、行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の進行管理、見直しの考え方 

計画期間の中間年次にあたる令和 17（2035）年度には、本市における緑の現状や施策

の実施状況を確認・検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

市民の意向については、継続的な調査と把握を通じて、意識やニーズの変化を的確に捉

え、分析結果をもとに市民ニーズに即した施策の展開に活かします。 

 

 

  

行政 

・緑の基本計画に基づく施策の推進 

・国、県との連携、国、県に対する市

民ニーズを捉えた要請 

・市民、事業者等多様な主体の連携の

促進、取組に対する支援 

事業者 

・敷地内での積極的な緑づくりを通じ

た、敷地周辺と一体となった緑のネ

ットワークの形成 

・地域住民や行政と連携した、緑のま

ちづくり活動への参加 

 

市民 

・庭の手入れ、家先の花づくり等、暮

らしの中での積極的な緑づくり 

・坂戸市の樹林と河川、動植物、歴史

等、緑に対する理解を深める 

・公園や樹林等、公的な緑の保全・維

持管理の取組への関与 
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用語集 
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【あ行】 

安行寒桜 バラ科サクラ属に分類される落葉広葉で、寒桜よりも

花がやや大きいためオオカンザクラと名付けられた。

発祥の地である埼玉県川口市安行から「安行寒桜」と

呼ばれるようになり、埼玉県内の各地へと植栽が広が

っている。 

入間台地 埼玉県南部、外秩父山地の東方に広がる台地。入間

川・高麗川・越辺川によって形成された洪積扇状地

で、地表には武蔵野ローム層が堆積している。北およ

び東は越辺川と入間川、南は入間川の流路、西は越生

から飯能にかけての山地の東端が境界となっており、

東西約 10km、南北約 15kmの広がりを持つ。 

Ｗｅｌｌ-ｂｅｉｎｇ 「Ｗｅｌｌ（良い）」と「ｂｅｉｎｇ（状態）」を組み

合わせた言葉。身体的・精神的・社会的に良い状態で

あることをいい、短絡的な幸福のみならず、生きがい

や人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む

概念。 

【か行】 

カーボンニュートラル 二酸化炭素等の温室効果ガスの人為的な「排出量」か

ら、植林や森林の管理等によって人為的に「吸収され

る量」を差し引き、合計をゼロにするという考え方で

ある。2020年 10 月、日本政府は 2050年までに温室効

果ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラ

ル」の達成を目指すことを宣言した。 

河岸段丘斜面 川の浸食と地盤の隆起によって形成された階段状の地

形で、谷底にあたる平坦な段丘面と、川の浸食により

生じた急な段丘崖から成る。 

カゴノキ クスノキ科ハマビワ属に分類される常緑高木。日本で

は関東以南に見られる。坂戸市多和目にある天神社の

境内には、関東地方最大級とされるカゴノキがあり、

市の天然記念物に指定されている。 

関東ローム層 関東地方の丘陵や台地を覆う、赤褐色の火山灰質粘性

土が堆積した地層。主に、箱根山や富士山等の火山活

動によって噴出した火山灰が、風によって運ばれて堆

積し、風化や有機物の混入によって形成された。 
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気候変動 気温や気象のパターンが長期的に変化する現象を指

す。特に、石炭・石油・天然ガス等の化石燃料を燃焼

することで発生する温室効果ガスが、気候変動の主な

原因とされている。 

グリーンインフラ 「グリーン（自然環境の多様な機能）」と「インフラ

（社会資本整備、まちづくり、土地利用等）」を組み合

わせた言葉。自然環境が有する多様な機能を活用し

て、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進

める取り組み。 

グリーンインフラ推進戦略 官と民が両輪となって、あらゆる分野・場面でグリー

ンインフラを普及・ビルトイン（組み込む）すること

を目指し、国土交通省の取組を総合的・体系的に位置

付けた戦略。 

コゲラ キツツキ目キツツキ科の全長約 15cmの鳥類。森林から

住宅地まで幅広い地域で見られるため、都市の緑地の

連続性が評価する上で、コゲラの生息域が評価指標と

なることがある。 

コンパクトなまちづくり 人口減少や高齢化が進む中で、特に地方都市において

住宅・商業施設・公共交通等の生活に必要な機能を都

市の中心部や鉄道・バス等の交通沿線に集約し、居住

人口を集中させることで、利便性が高く持続可能な都

市構造を実現しようとする都市計画の取り組み。 

【さ行】 

市街化調整区域 都市計画法第７条第３項に基づく市街化を抑制すべき

区域。 

ステコビル ヒガンバナ科の多年草植物。関東から近畿地方の本州

南部の原野や畑に自生している珍しい植物で、県の天

然記念物に指定されている。 

スーパー・シティ 

プロジェクト 

「コンパクト」「スマート」「レジリエント」をコンセ

プトに、超少子高齢社会を見据えた持続可能なまちを

つくり、「日本一暮らしやすい埼玉県」の実現に資する

埼玉県のプロジェクト。 

生物多様性 生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。生態

系・種の多様性、遺伝子の多様性の３つのレベルの多

様性がある。 
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生物多様性国家戦略 生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づき、生物

多様性の保全とその持続可能な利用を推進するための

国の基本計画。 

【た行】 

多世代交流拠点 子どもから高齢者まで世代を超えた様々な人が集ま

り、交流を深めることを目的とした施設。 

地域制緑地 法令により土地利用の規制・誘導当を通じて緑地の保

全が図られている地区。都市緑地法で規定する「特別

緑地保全地区」や生産緑地法で規定する「生産緑地」

等。 

【な行】 

新山古墳群 飯盛川沿いの坂戸台地内陸部にある古墳群。現在は宅

地化が進み、自然地形はあまり残っていない。 

ネイチャーポジティブ 「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を

止め、反転させる」ことを指す。 

【は行】 

パリ協定 平成 27（2015）年に、パリで開催された気候変動枠組

条約第 21回締約国会議で合意された協定。パリ協定で

は、温室効果ガス排出削減（緩和）の長期目標とし

て、気温上昇を 2℃より十分低く抑え、さらに 1.5℃以

内に抑える努力を継続すること、その達成に向けて、

人為的な温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること

が盛り込まれている。 

ビオトープ ドイツ語の 「Ｂｉｏ（生命）」と 「Ｔｏｐｅ（場

所）」との合成語。野生生物が共存共生できる生態系を

持った場所や空間のこと。 

ビャクシン ヒノキ科ビャクシン属に属する常緑針葉樹で、葉は場

所や樹齢によって異なり、鱗状や針状になる。幹は、

ねじれたり、這うように育つものもある。坂戸市入西

にある石上神社のビャクシンは、昭和６（1931）年に

県の天然記念物に指定されており、幹が右回りに大き

くねじれていることから、地元では「ねじれっ木」と

呼ばれ親しまれている。 

【や行】 

幼保連携型認定こども園 教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の

両方の機能と利点を兼ね備えている。改正認定こども
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園法に基づく、学校と児童福祉施設の法的位置づけを

持つ単一の認可施設であり、設置できるのは国・自治

体・学校法人・社会福祉法人に限られている。 

【ら行】 

レジリエント 困難から状況から立ち直る力、回復力を持つことを表

す形容詞。 

【わ行】 

ワンド 河川敷にできた池状の入江のこと。水流が穏やかで水

生生物の生息に適した環境を指す。 
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